
○
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
二
号 

の
規
定
に
基

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

 

令
和
六
年
三
月
一
日 

厚
生
労
働
大
臣 

武
見 

敬
三 

 
 
 

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

 



は  

改    正    後  改    正    前  

 

九 十 九   
四 百  別 名  

四 百 一 四 百 七 十 六   

 

九 十 九   

 

四 百 四 百 七 十 五   

 



 

 
 
 

附 

則 

 
こ
の
省
令

公
布
の
日
か
ら
施
行

 

 


